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■優先予約の条件

下記のいずれかに該当する催物等については、２年前の月の初日からお申し出を受け付けます。

優先予約に該当する可能性がある場合は、下記の「■申請の流れ」に沿って諾否決定し、お手続きを進めてまいります。

　□　四国大会規模以上の大会、学会行事

　□　前月からの連続利用の催物。ただし、前月の利用区分が後月の利用区分と同等以上である場合に限る

（優先予約の条件となるため、前月分の取り消しはできない）

　□　舞台芸術を主たる目的として活動している高知県内の団体（非営利活動法人を含む）の記念公演

（原則として10年を区切りとする）

　□　公共団体等が行う恒例行事であって、毎年、開催日が決まっているもの

　□　舞台芸術を主たる目的として活動している高知県内の団体等（非営利活動法人を含む）が主催する催物で、

オレンジホール又はグリーンホールを3日以上連続して利用するもの

　□　本番が４日以上連続する同一の催物

　□　大学、短期大学の入学式、卒業式

　□　県民文化ホールが主催または共催する催物

　□　その他、催物あるいは大会行事等の内容から判断して、特に優先予約の必要があると認められるもの

　□　オレンジホール又はグリーンホールと連動して利用するもの

　□　前月からの連続利用（この場合、前月分の利用申請の取り消しはできない）

　□　講座やサークル活動などで６カ月以上前に予定を組み、それに基づき毎月定期的に利用するもの

　□　四国大会規模以上の大会、学会行事

　□　その他、催物内容から判断して、特に優先予約の必要があると認められるもの

■注意事項
◎ キャンセル・変更はできません。　※条件を満たし、日程が確定している催物が、優先予約の対象となります。

◎ 要件に該当する場合であっても、利用日が土・日・祝祭日にかかる場合等については、お受けできないことがあります。

◎ MICEにつきましては、推進に寄与するため公益財団法人高知県観光コンベンション協会と催事情報を共有します事をご了承ください。

    共有不可の場合は、お知らせください。

■申請の流れ

県民文化ホールに優先予約についてお問い合わせください。　TEL：088-824-5321 ※9:00～17:00

県民文化ホール担当が、内容が優先予約に該当する可能性があると判断しましたら、

「事前協議書」、「概要が確認できる資料」、あれば「過去の催物記録」のご提出を依頼します。

「事前協議書」と概要等を基に、承認の諾否を決定し、諾の場合は「承認通知」を送付します。

「承認通知」をお受け取り後、「利用許可申請書」を期日までに提出してください。

 ※ 利用時間区分（9:00～22:00）内で収まるようご計画ください。

「事前協議書」と「利用許可申請書」の内容に齟齬がなければ、利用許可書を送付します。

※「利用許可申請書」の内容に基づき、基本利用料を決定し、請求書を発行します。

附属施設利用料及び附属設備利用料は、ご利用後の精算となります。
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